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1．請求の際に明らかにしていただく事項（交付請求書に記載してください。）

2．請求者の本人確認を行う際に提示していただく書類（請求の際、窓口で提示してください。）

交付請求書 に 記載 さ れ て い る 氏名及 び 住所 が 記載 さ れ て い る も の で 、 以下 の い ず れ か の も の 

（ 1 ） 運転免許証 

（ 2 ） 健康保険 の 被保険者証 

（ 3 ） 外国人登録証明書 

（ 4 ） 住 民 基本台帳 カ ー ド 

（ 5 ） そ の 他法令 の 規定 に よ り 交付 さ れ た 書類 で あ っ て 、 本人確認 が で き る 書類 

①   何 の た め に 必要 な の か を 具体的 に 記入 し て 下 さ い 。 

②   不 当 な 目 的 の 場合 、 交付 で き ま せ ん 。 

『登録事項等証明書』請求方法の変更について

国土交通省 で は 、 個人情報保護 を 強化 す る 観点 か ら 、 『 登録事項等証明書 』 請求交付業務 に つ い て 
平成 19 年 11 月 19 日 （ 月 ） （ 予定 ） よ り 下記 の と お り 取 り 扱 う こ と と な り ま し た の で お 知 ら せ し ま す 。 

①   請求 に 来 ら れ た 方 の 個人 の 氏名 、 住所 を 記載 し て 下 さ い 。 

②   請求書 に 記載 さ れ た 氏名及 び 住所 と 同一 の 氏名及 び 住所 が 
　   記載 さ れ た 運転免許証等 の 提示 が 必要 で す 。 （ 下記 2 参照 ） 

①   『 自 動車登録番号 』 だ け で は 請求 で き ま せ ん 。 
　   『 自 動車登録番 号 』 と 『 車台番 号 の 下 7 桁 』 の 記 載 が 必 要 で す 。 

②   『 車台番 号 』 だ け で の 請 求 は で き ま す が 、 全 桁 の 記 入 が 必 要 で す 。 

※例外 ： 『 自 動車登録番号 』 だ け で 請求 で き る 場合 
　私有地 に お け る 放置車両 の 所有者 ・ 使用者 を 確認 す る 場合 

　　○車両 が 放置 さ れ て い る 場所 
　　○見取 り 図 
　　○放置期間 
　　○放置車両 の 写真 

　 を 明確 に し て 請求 し て 下 さ い 。 

【 様式 に つ い て は 、 窓口 で お 尋 ね 下 さ い 。 】 

（ 1 ）     請求 の 事 由 

項　 目 記　事 

（ 2 ）     請求者 の 氏名及 び 住所 

（ 3 ）     自 動車登録番号 及 び 車台番 号 

【運輸部】 

登録事項等証明書の請求方法が 
変更になります 


